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令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案） 

１ 基本方針 

食品安全委員会では、食品安全基本法第 21 条第１項に規定する基本的事項（平成 24

年６月 29 日閣議決定）に基づき、食品安全委員会緊急時対応指針（平成 17 年４月 21

日食品安全委員会決定。以下「指針」という。）を策定しており、指針においては、平

時から、緊急時対応に係る訓練（以下「緊急時対応訓練」という。）を実施し、食中毒

等による緊急事態等における体制の実効性を確認するとともに、各担当者の意識の高揚

と知識の向上等を図ることとしている。また、令和４年度の緊急時対応訓練においても、

緊急事態の対処体制をより一層強化するため、継続的に訓練を実施する必要があると確

認された。 

これらを踏まえ、食品安全委員会は、前年度までの訓練の成果を活かしつつ、必要な

改善を行った上で、令和５年度においても引き続き各種緊急時対応訓練を実施する。実

施に当たっては、政府全体としての緊急時対応体制を強化するため、緊急時対応の取り

まとめの役割を担う消費者庁と密に連携を取るとともに、関係省庁間における食品安全

委員会としての役割を踏まえつつ、訓練を設計することとする。 

２ 重点課題 

（１）関係府省と連携した迅速かつ確実な初動対応を実施するための組織能力の強化

○ 緊急時対応訓練の実施に当たっては、以下の目的を踏まえた内容となるように計

画する。

① 緊急時における初動対応を迅速かつ確実に行える体制の強化（テレワークでも

緊急時対応を行える体制の確保）

② 緊急時における国民への情報提供を、分かりやすく正確に、かつ迅速に行うた

めの知識や技能の習得

③ 緊急時における組織全体の対応手順を確認し、組織全体の対応能力の向上を図

る

○ また、緊急時において、関係府省が連携を図りながら、政府全体としての初動対

応を迅速かつ確実に行うことができるよう、消費者庁主導の関係省庁との合同訓練

を実施する。

（２）緊急時対応手順書等の実効性の向上

○ 本訓練計画の実施結果（実際の緊急時対応を行った場合は、その対応結果を含む。）

を踏まえ、必要に応じて、指針、手順書等の見直しを行う。

  〇 テレワーク中等出勤していない職員を含む関係職員間における緊急事態等に関す

る情報の効率的な共有と迅速な連絡の方法を検証し、必要に応じて、手順書等に反

映する。 

  〇 緊急事態等発生時に、当該事案に係る危害要因に関する科学的な情報を直ちに幅

広く収集・分析し、科学的知見に基づく迅速な対応を的確に行うためには平時から

の準備が不可欠であることから、訓練の実施に当たっては、各専門分野に精通する

専門家のリストの定期的更新、緊急時の参集体制の整備等の平時の取組について充

実化を図るべき点等の洗出しを行い、実施可能なものから直ちに取り組む。 
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３ 本訓練計画の実施スケジュール 

令和５年５月～１０月 実務者研修の実施 

11 月頃   事例研修 

12 月    確認訓練の実施 
 

  （注）確認訓練の実施時期は、関係省庁との合同訓練の実施時期により、変更があり得る。 
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